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第４回熊本市・植木町合併協議会次第 

 
                日時：平成２１年３月２日（月）15：30～ 
                場所：くまもと県民交流館「パレアホール」 
 
１ 開 会 
 
２ 会長挨拶   幸山 政史 熊本市長 
 
３ 議  事 
［報 告］ 

    議員専門部会からの報告  
 
［協 議］ 

（１） 前回提案 
協議第１８号 市民生活関係事業について（その１） 
協議第１９号 健康福祉関係事業について（その１） 
協議第２０号 子ども未来関係事業について（その１） 
協議第２３号 都市建設関係事業について（その１） 
協議第２４号 教育関係事業について 

（２） 今回提案 
協議第１６号 総務関係事業について（その１） 
協議第１９号 健康福祉関係事業について（その２） 

    協議第２２号 経済振興関係事業について（その１） 
 
４ その他 

 
５ 閉  会  藤井  修一 植木町長 



司会者 
 それでは、定刻になりましたので第４回熊本市・植木町合併協議会を始めさせていただ

きます。皆様方にはご多忙の中ご出席いただきまして大変有り難うございます。ここで、

本日配布致しております資料の確認をさせていただきます。お手元に１枚もので「会次第」

「席次表及び出席者名簿」それから冊子で「第４回合併協議会資料」以上３種類の資料を

用意致しております。不足等がございましたら事務局までお申し出下さい。 
 
（資料確認） 
 
司会者 
 ご確認有り難うございました。それではお手元に配布致しております「会次第」に従い

まして進めさせていただきます。よろしくお願い致します。それではまず本協議会会長で

あります幸山熊本市長がご挨拶を申し上げます。 
 
幸山会長 
 皆さんこんにちは。それでは、第４回目を数えることになりましたが、協議会の開催に

あたりまして一言ご挨拶を申し上げます。まずはご挨拶に入ります前に２月１７日でござ

いましたけれども副会長でもございます藤井町長様がみごとに再選を果たされました。こ

こに改めてご当選のお喜びを申し上げますと共に、どうぞこの合併の問題につきましても

様々な形でまたご協力をいただきますようになにとぞよろしくお願い申し上げます。ご当

選誠におめでとうございました。 
 それでは改めましてご挨拶をさせていただきます。委員の皆様方にはあっという間に先

日年が明けたかと思いましたけれども年度末ということで月の経つのが本当に早い訳でご

ざいますけれども、改めまして本日大変お忙しい中にご出席をいただきましたことに心か

ら御礼を申し上げますと共にその短い期間の中で本日第４回目ということで順調に協議を

重ねさせていただいておりますことに対しまして心から御礼を申し上げる次第でございま

す。どうぞ本日もよろしくお願い申し上げます。また、後ほど事務局のほうから報告があ

ろうかというふうに思いますが、議員専門部会におきましても先月の２６日に第２回目の

会議を開催していただいているところでございますが、開催に先駆けまして植木町議会に

おかれましては県に講師をお願いされまして独自の勉強会も開催をされたと伺っておりま

す。そのご熱心な取り組みに対しまして心から敬意を表する次第でございます。誠に有り

難うございます。今後も合併特例法の期限を見据えながら、これまでの経緯を大事にしな

がら、１つ１つ丁寧に協議を積み重ねてまいりたいというふうに考えておりますので、ど

うぞ皆様方におかれましてはこれまで同様ご協力のほどをなにとぞよろしくお願い申し上

げます。 
 さて本日でございますが、前回提案分の「市民生活関係」「健康福祉関係」さらには「子



ども未来関係」「都市建設関係」「教育関係」以上の５つの協議項目につきましてご審議を

お願いするということになっております。また本日は新たに「総務関係」「経済振興関係」

など３つの協議項目につきましてご提案をさせていただくということになっております。

前回に続きまして協議項目数大変多くなっているところではございますけれども、なにと

ぞよろしくお願い申し上げます。この合併協議会におきまして熊本市・植木町双方にとり

ましてより良き方向性を導き出すことができますように、また意義ある合併が実現出来ま

すよう各委員の皆様方におかれましては、どうぞ忌憚のない活発な意見を賜りますように

なにとぞよろしくお願い申し上げまして、冒頭にあたりましてのご挨拶に代えさせていた

だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
司会者 
 それではこれより次第３「議事」に入らせていただきます。会議の進行につきましては

協議会規約第１０条第２項により「会議の議長は会長をもって充てる」となっております

ので、これから先の進行を幸山会長にお願い致します。 
 
幸山会長 
 はい、それでは規約に従いまして議長を務めさせていただきますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。それではまず「委員の出席数」についてでありますが、本日は全員

のご出席をいただいておりますので、協議会規約第１０条第１項の「定足数」を満たして

おりますことをここにご報告を申し上げます。 
次に会議録署名委員の指名を行わせていただきます。会議録署名委員の指名につきまし

ては熊本市・植木町会議運営規程第８条第２項の規定によりまして「議長が指名すること」

となっておりますので、私のほうから指名をさせていただきます。本日は熊本市側からは

「江藤」委員さん、植木町からは「吉本」委員さん両名にお願いしたいというふうに存じ

ます。よろしくお願い申し上げます。 
 
 それでは議事に入らせていただきます。最初に報告でございます、この報告につきまし

ては先ほど挨拶の中でもふれましたが、議員専門部会における審議の経過報告でございま

す。それでは事務局のほうから説明をお願いします。 
 
事務局 
 はい、事務局でございます。長くなりますので着座にてご説明させていただきます。そ

れでは資料の３ページ４ページをお開きいただきたいと思います。４ページご説明をさせ

ていただきます。第２回議員専門部会が２月の２６日木曜日に行われました。審議の状況

については（１）（２）一応２点でございます。（１）でございます、協議第８号「地域自

治組織等の取扱いについて」ということで合併時に植木町の区域に地域自治組織を設定す



ることについて承認をいただいたところでございます。なお、地域自治組織の制度等につ

きましては次回提案することで継続審議となったところでございます。（２）でございます、

協議第６号「議会の議員の定数及び任期の取扱いについて」でございます。これにつきま

しては事務局のほうから説明を致しましてそれぞれ持ち帰って検討を行うとしていただい

たところでございます。２の「議員専門部会で審議する項目の進捗状況」を一応参考の為

ここに記載させていただいております。以上でございます。 
 
幸山会長 
 はい、只今事務局のほうから説明のありました議員専門部会からの報告につきまして何

か委員の皆様方からご質問等ございますでしょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 特にございませんでしょうか。ご質疑等ないようでありますので、報告につきましては

以上で終わらせていただきます。次に協議に入らせていただきます。協議につきましては

まず前回提案をお諮り致します。前回提案の協議第１８号から協議第２４号までの中の５

協議項目につきましては前回にご説明を行っておりますので今回承認の是非についてお諮

り致したいというふうに存じます。それでは前回提案の協議第１８号「市民生活関係事業

について（その１）」につきましてご審議をお願いしたいというふうに存じます。まずは事

務局からの説明をお願いします。 
 
事務局 
 はい、それでは９ページをご覧いただきたいと思います。協議第１８号「市民生活関係

事業について」でございます。５項目提案をしているところでございまして１項目でござ

います「市民生活関係事業のうち町名・字名の取扱いについて、熊本市の区域内の町名は、

現行のとおりとする。植木町の区域は「鹿本郡植木町」を「熊本市植木町」に置き換え、

現行の大字名から「大字」の文字を削除する。」。２番でございます「市民生活関係事業の

うち行政連絡機構の取扱いについて、熊本市の町内自治会制度へ統合する。ただし、移行

時期については状況を見極め決定するが、移行までの間は嘱託員制度を継続する。」。３番

目でございます「市民生活関係事業のうち町内自治会活動支援事業について、町内自治会

制度の移行時に、熊本市の例に統一する。ただし、町内自治振興補助等については、植木

町地域自治協働型施設検討委員会の報告を受け、検討する。」。４番目です「市民生活関係

事業のうち防犯灯設置補助金について、熊本市の例に統一する。」。５番目です「市民生活

関係事業のうち地籍調査の今後の計画について、植木町の事業計画は、新市へ引継ぎ実施

する。」。以上５項目でございます。 



幸山会長 
 はい、只今の協議第１８号につきましてご質問・ご意見等ございませんでしょうか、い

かがでしょうか。個票につきましては前回説明をさせていただいておりますので省略をさ

せていただきました。 
 
（異議なし） 
 
幸山会長 
 「異議なし」という声もでておりますが、ご質問等もないようでありますので協議第１

８号につきましては「原案のとおり承認」ということでようございますでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 有り難うございます。それでは協議第１８号「市民生活関係事業について（その１）」に

つきましては、原案のとおり承認とさせていただきます。続きまして協議第１９号「健康

福祉関係事業について（その１）」につきましてご審議をお願い致します。事務局からの説

明をお願い致します。 
 
事務局 
 はい２９ページをご覧下さい。協議第１９号「健康福祉関係事業について（その１）」で

ございます。５項目ご提案を致しております。１番目に「健康福祉関係事業のうち国保料

（税）率等について、合併年度の次年度から５年間の負担調整期間を設け、段階的に熊本

市の水準に近づけることとする。徴収方式については、合併年度の次年度から熊本市の例

に統一する。」。２番目でございます「健康福祉関係事業のうち食生活改善事業について、

熊本市の例に統一する。ただし、植木町のみで実施している保育園等巡回栄養教室につい

ては、現行のとおり継続する。」。３番目でございます「健康福祉関係事業のうち火葬場に

ついて、植木町の火葬場については現行のとおり継続し、使用料については熊本市の例に

統一する。」。４番目でございます「健康福祉関係事業のうち緊急通報体制等整備事業につ

いて、熊本市の例に統一する。ただし、合併前に植木町制度を利用している方については、

５年間継続する。」。５番目でございます「健康福祉関係事業のうち障がい者社会参加促進

事業について、熊本市の例に統一する。」。以上のようになっております。 
 
幸山会長 
 はい、只今説明のありました協議第１９号につきましてご質問・ご意見等があれば伺っ

てまいりますがいかがでございましょうか。はい、それでは森委員さんお願い致します。 



森勢剛委員 
 勉強不足でございますのでちょっとお尋ねをしてみたいと思いますが、この１番目に国

保料（税）率等ということでございますが、うちの場合は「税」ということで中身が取り

扱われてございますけれども、この違いについて法的なことも含めてご説明をいただくな

らと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。 
 
幸山会長 
 はい、それでは「料」と「税」の違いについてということでございますが、担当課のほ

うからお願い致します。 
 
事務局（熊本市国民健康保険課） 
 熊本市の国民健康保険課でございます。「保険税」と「保険料」の違いについてご説明を

致します。まず、「根拠法令」でございますが、保険税のほうは地方税法になりますが保険

料のほうは国民健康保険法になります。「徴収の根拠」が保険税は地方税法、保険料は国民

健康保険法になります。それから「賦課遡及」ですが（さかのぼって資格を与え保険料を

徴収するものでございますが）保険税のほうは３年でございますが保険料のほうは２年で

ございます。それから「消滅時効」保険税のほうは５年でございますが保険料のほうは２

年でございます。それから「滞納処分の根拠」でございますが、これは両方とも同じでご

ざいまして国税徴収法でございます。それから「不服申し立て先」でございますが保険税

のほうは市町村、保険料のほうは都道府県の審査会ということになります。それから「保

険料率の規定」でございますが保険税のほうは条例に税率を規定すると、保険料のほうは

条例には必ずしも料率の規定を要しないということでございまして、熊本市は国保条例に

料率は記載せず賦課割合を記載する、と料率は告示で正式なものとするという手続きにな

っております。以上でございます。 
 
幸山会長  
 はい、「料」と「税」の違いにつきまして担当課のほうからご説明をさせていただきまし

た。他に何かご意見・ご質問があれば伺います。はい、上村委員さんどうぞ。 
 
上村委員 
 ２番目の保育園等の巡回栄養教室について、具体的にはどういうような事業をされてい

るのかお尋ね致します。 
 
幸山会長 
 それでは植木町さんのほうから「巡回栄養教室」の内容についてお答えいただきますで

しょうか。 



事務局（植木町健康福祉課） 
 健康福祉課の吉田と申します。各保育園に出向きまして食育についての指導を各保育園

の保護者の方々と一緒になって食育の活動をやっているところでございます。以上でござ

います。 
 
幸山会長 
 よろしいでしょうか。 
 
上村委員 
 （はい） 
 
幸山会長 
 他に何かご意見・ご質問あればお願い致します。はい、小佐井委員さんどうぞ。 
 
小佐井委員 
 国保についてお尋ねを申し上げたいと思います。２点程でございますけれども、１つは

調整方法として５年間の負担調整を設けて、段階的に熊本市の水準に近づけるということ

でなされておりますけれども、先般私のほうでお伺いしましたところ、健全化計画に沿い

ながら今後も色々進行中ということで、今後国保の状況を見ていって健全化計画に変更が

なされていった場合この調整方法に変更が生じるものであるのかどうか、どちらが優先さ

れていくのかといったことについてまず確認をさせていただきたいと思います。 
 
幸山会長 
 じゃあ１つずつまいりましょうか。今の点について担当課のほうからお願い致します。 
 
事務局（熊本市国民健康保険課） 
 熊本市国民健康保険課でございます。今委員がおっしゃったとおり熊本市の場合は健全

化計画に沿って運営をしているわけでございますが、平成２６年度を終期としております。

その間具体的には来年度健全化計画を再度見直すということにしておりますが、その際保

険料率の改定をすることになりました場合は、その時の植木町さんとの差を残りの５年間

の年数で調整をするということになりますので、今回ご提案しているところの大きな考え

方そのものは変わらないところでございます。具体的な調整の数字が一部変わるというこ

とでございます。 
 
幸山会長 
 はい、いかがでございましょうか。 



小佐井委員 
 率直に受けとりまして、今後変化を否めないということで理解してよろしいですか。 
 
幸山会長 
 担当課のほうからどうぞ。 
 
事務局（熊本市国民健康保険課） 
 今申し上げましたように来年再度健全化計画を見直すということにしておりますので、

保険料率の改定につきましてもその他の項目も含めまして国保財政全体の中で含めて検討

する、ということにしているところでございます。以上です。 
 
幸山会長 
 よろしゅうございますでしょうか。 
 
小佐井委員 
 はい。 
 
幸山会長 
 もう１点どうぞ小佐井委員さん。 
 
小佐井委員 
 大変申し上げにくいのですが、ここ数年内の国保関係の不納欠損の状況というものをも

しお示しいただけるのであれば、金額的なものも含めて教えていただきたいと思いますが、

いかがでございますでしょうか。 
 
幸山会長 
 ここ数年の不納欠損額の状況ということでありますが。はい、どうぞ。 
 
事務局（熊本市保険料収納課） 
 熊本市保険料収納課でございます。１９年度が１４億４千万、１８年度が１２億６千万、

１７年度が１２億５千万、という数字になっております。先ほど申しましたように不納欠

損自体は時効が２年という形になっておりますけれども、実際のところ分納とか誓約書と

いう形で時効は伸ばしております。伸ばす作業をする中でどうしても、不納欠損の理由と

して、生活困窮・状況不明・死亡された・転出された、ということで追っかけが出来なく

なった部分については不納欠損という形で処理をしている状況でございます。 
 



幸山会長 
 はい、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 
 
小佐井委員 
 はい。 
 
幸山会長 
 どうぞ他にありますればお願い致します。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 それでは、他ご質問がないようでありますれば、いくつかご意見・ご質問ありましたが、

協議第１９号につきましても「原案のとおり承認」ということでよろしいでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 それでは協議第１９号「健康福祉関係事業について（その１）」につきましても原案のと

おり承認とさせていただきます。続きまして協議第２０号「子ども未来関係事業について

（その１）」につきましてのご審議をお願い致します。それでは事務局からのご説明をお願

い致します。 
 
事務局 
 はい、４１ページをお開け下さい。協議第２０号「子ども未来関係事業について（その

１）」４1 ページから４２ページにかけて７項目をご提案致しております。まず、最初に「子

ども未来関係事業のうち健康教育（母子保健）について、熊本市の保健福祉センター等で

実施されている事業は、新市の事業として継続する。植木町で実施している各健康教育事

業については、５年間の経過措置を設定する。」。２番目に「子ども未来関係事業のうち乳

幼児健診については、熊本市の例に統一する。ただし、実施場所については、健康福祉セ

ンター「かがやき館」において、当分の間実施する。」。３番目に「子ども未来関係事業の

うち地域子育て支援センター事業については、当分の間、現行のとおり継続し、委託料等

については今後検討する。」。４番目に「子ども未来関係事業のうちひとり親家庭等医療費

助成事業については、熊本市の例に統一する。ただし、植木町の入院費の自己負担に関す

る制度（自己負担なし）については、５年間現行のとおりとする。」。５番目に「子ども未

来関係事業のうち保育料については、熊本市の例に統一する。」。６番目に「子ども未来関



係事業のうちつどいの広場事業については、現行のとおり継続する。」。７番目に「子ども

未来関係事業のうち児童育成クラブ管理運営事業については、事業内容は、現行のとおり

継続する。運営費補助は、熊本市の例（児童育成クラブ運営費補助）に統一する。」。以上

７項目でございます。 
 
幸山会長 
 はい、只今説明のありました協議第２０号につきましてご意見・ご質問があれば伺って

まいります。いかがでございましょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 それではないようでありますれば、協議第２０号につきましても「原案のとおり承認」

ということでようございますでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 はい、有り難うございます。それでは協議第２０号「子ども未来関係事業について（そ

の１）」につきましても原案のとおり承認とさせていただきます。続きまして協議第２３号

「都市建設関係事業について（その１）」についてのご審議をお願い致します。それでは事

務局からの説明をお願い致します。 
 
事務局 
 それでは５５ページをお開きいただきたいと思います。２項目あります。「都市建設関係

事業のうち次の事業については、熊本市の例に統一する。」ということで４点、里道の整備・

私道の整備・下水道使用料・受益者負担金でございます。２項目と致しまして「都市建設

関係事業のうち下水道計画については、植木町の下水道計画を新市に引き継ぐ。」。以上２

項目でございます。 
 
幸山会長 
 はい、それでは只今説明のありました協議第２３号につきまして何かご意見・ご質問等

ありませんでしょうか。 
 
（無言） 
 



幸山会長 
 ございませんでしょうか。それではご意見・ご質問等もないようでありますので協議第

２３号につきましても「原案のとおり承認」ということでようございますでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 はい、有り難うございます。それでは協議第２３号「都市建設関係事業について（その

１）」につきましても原案のとおり承認ということで取り扱わせていただきます。続きまし

て協議第２４号「教育関係事業について」についてご審議をお願い致します。それでは事

務局からの説明をお願い致します。 
 
事務局 
 はい、６７ページ、６８ページで９項目あります。まず初めの第１番でございます「教

育関係事業のうち通学区域（小・中学校）について、校区については現状を引き継ぐ。指

定校変更、区域外就学の基準については熊本市の例に統一する。」。２番目です「教育関係

事業のうち育英奨学金（育英事業）について、熊本市の例に統一する。ただし、現在受給

している方については経過措置を設ける。」。３番目です「教育関係事業のうち英語指導助

手について、熊本市の例に統一する。ただし、英語指導助手（ＡＬＴ）の配置については、

当分の間、植木町における英語教育計画に配慮して配置する。」。４番目です「教育関係事

業のうち小学校英語活動推進事業について、モデル的な事業として合併後も継続する。」。

５番目です「教育関係事業のうち図書館の施設管理運営について、熊本市の例に統一する。

植木町立図書館は熊本市立図書館の分館として位置づける。」。６番目です「教育関係事業

のうち図書館行事について、植木町立図書館の童話コンクールは、熊本市に統合し、その

他の行事は継続する。また、植木町立図書館の「ブックスタート事業」については、当分

の間継続し、「図書館友の会」への助成金については５年間継続する。」。６８ページでござ

います、７番です「教育関係事業のうち各種体育施設について、熊本市の例に統一する（管

理方法・施設料金）。ただし、植木町地域内の運動施設を植木町の住民が利用する場合は、

５年間は現行料金の取り扱いを継続し、その後は熊本市の料金を適用する。」。８番目です

「教育関係事業のうち社会教育関係団体及び補助金について、熊本市ＰＴＡ協議会へ一本

化する方向で調整を図る。ただし、一本化できない場合は、５年を限度とし現状のまま継

続する。また、植木町ＰＴＡ連絡協議会補助金は、熊本市ＰＴＡ協議会に団体の統合が成

立した年度で廃止する。」。９番目です「教育関係事業のうち次の事業について、植木町中

央公民館は、熊本市の例に統一する。」ということで、公民館の運営状況・公民館使用料で

ございます。地区公民館については、植木町地域自治協働型施設検討委員会の報告を受け、

検討する。」。以上９項目でございます。 



幸山会長 
 はい、只今説明のありました協議第２４号につきまして何かご意見・ご質問等はありま

せんでしょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 ここも前回植木町地域自治協働型施設検討委員会等の説明もあったところでございます

けれども、ご意見・ご質問ございませんでしょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 はい、それではないようでございますので、協議第２４号につきましても「原案のとお

り承認」ということでようございますでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 はい、有り難うございます。それでは協議第２４号「教育関係事業について」につきま

しても原案のとおり承認とさせていただきます。 
 
 それでは続きまして協議２の「今回提案」に入らせていただきます。今回提案の協議第

１６号から第２２号までの中の３協議項目につきましては、最初の協議になりますので、

皆様にご説明を行いました上で次回の第５回協議会で承認の是非をお諮りしたいというふ

うに存じます。よろしくお願い申し上げます。それでは協議第１６号「総務関係事業につ

いて（その１）」につきまして事務局のほうからの説明をお願い致します。 
 
事務局 
 ８９ページをお開きいただきたいと思います。総務関係事業につきまして今回は４項目

お願いをしております。それでは調査票に基づきましてご説明をしたいと思います。９３

ページをお願いしたいと思います。まず、特別職の職員でございます。調整方針と致しま

しては「合併により植木町の常勤の特別職（教育長含む）は失職する。植木町の非常勤職

員のうち、行政委員会（農業委員会を除く）の委員及び監査委員については失職し、その

他の委員等については、それぞれの職にかかる事務事業の内容に沿って協議、調整する。」

ということでございます。制度比較でございますけれども、別紙９４、９５ページに各委



員会を記載しているところでございます。これはすでに編入合併ということで承認をいた

だいておりますので基本的には失職をするということでございます。ただし、それぞれ調

整方針によって事業等残っている場合には今後調整をするというようなことでございます。

次９６ページでございます「条例及び規則等」でございます。これにつきましては「熊本

市の条例・規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調査内容に基づき、必要な場合に

は関係する条例・規則等の制定、改正等を行う。」ということで調整方針を挙げさせていた

だいております。制度比較につきましては、それぞれの条例の規則の数等を記載しており

ます。これにつきましても編入合併ということで、基本的に熊本市の条例を適用するとい

うことになるところでございます。それでは９７ページでございます「非常備消防（消防

団）」でございます。これにつきましては「熊本市の例に統一する。」ということで調整方

針を挙げております。制度の比較ということでここに掲げております、特に「消防団組織

の報酬」でございます、見ていただくと分かりますように例えば熊本市の消防団であれば

団長さん７４，０００円、植木町さんは１７６，０００円、ということで、この報酬につ

きましては部長以上が植木町のほうが高いというような状況でございます。これで高くな

る方安くなる方あると思いますけれども、市の基準を植木町のほうに適用いたしますと例

えばこれは今から今後編成になりますけれども植木町の団長さんを副団長さんという形で

していきます、そういう形で計算していきますと約７６０万の増加になりまして一人あた

りにつきましては１４，９２２円が２２，９９２円となりまして平均的には５割くらいの

団員報酬が上がるということでございます。もちろん平均でございます、先ほどいいまし

たように団長さん達は下がりますが、一般的に８００万ほどの「報酬増」ということにな

ります。そのようなことで熊本市の例に統一するということで調整方針を挙げております。

それでは９８ページでございます「消防団運営交付金」です。これにつきましては「熊本

市の例に統一する。」ということで、植木町さんの場合はここに書いてありますように交付

の対象は各分団で４５，０００円でございますけれども、熊本市のほうは分団で２６万円、

その他、部に対してもそれぞれにお金が交付金として出るということになっております。

９９ページ「投票区」でございます。投票区につきまして調整方針といたしましては、「植

木町の投票区の区割りについては、当分の間現状のとおりとし、その後の取り扱いについ

ては、新市において見直しを検討するものとする。」と、これにつきましてはここに書いて

ありますように植木町さんは現在１４区でございますけれども、平成１９年４月に２６区

から１４区へ区割りの見直しをされているということで、現在有権者の方々にようやく浸

透をしてきたということでございます。こういう見直し（改正）を行った直後でございま

すので、当分の間現状どおりということで調整方針を掲げております。以上総務関係でご

ざいます。 
 
幸山会長 
 はい、それでは只今説明がありました協議第１６号の「総務関係について（その１）」に



つきましてご意見・ご質問があればお願い致します。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 最初のご説明でございますので、少し時間をとりますのでご覧いただければというふう

に思います。 
 
（時間が経つ） 
 
幸山会長 
 いかがでございましょうか、特にご意見・ご質問等はありませんでしょうか。採決は次

回でございますので、また採決前には質疑等の時間も設けさせていただきますし、次回の

協議会までにご意見やご疑問の点ありますれば事務局のほうにお尋ねをいただければとい

うふうに思います。それでは次の協議項目に移ってもようございますでしょうか。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 はい、それでは次に移らせていただきます。続きまして協議第１９号「健康福祉関係事

業について（その２）」につきまして事務局からの説明をお願い致します。 
 
事務局 
１０３ページをお開け下さい。協議第１９号「健康福祉関係事業について（その２）」に

ついてでございます。１０３ページから１０４ページにかけまして７項目８事業について

今回ご提案させていただいております。内容につきましては個票のほうでご説明致します。

１０９ページをご覧下さい。まず「介護保険料」でございます。「平成２２年度から熊本市

の例に統一する。」ということでしております。保険料につきましては３年間の介護保険計

画に基づき決定されるものでありまして、この制度比較表に記載されておりますのは平成

１８年度から平成２０年度までの第３期の介護保険計画によるものとなっております。制

度比較を見ますと植木町では基準額が年額５５，８００円、月額４，６５０円で所得段階

は６段階に分けられております。最高料率は所得金額が２００万以上の方で１．５０とな

っており、一方熊本市のほうでは基準額が年額５５，２００円、月額４，６００円で所得

段階は７段階、最高料率は所得金額が４００万円以上の方の１．７５となっております。

保険料基準額の年額では熊本市のほうが６００円安くなっておりますが、４００万円以上

の所得がある方は植木町では基準額の１．５０倍であるのに対しまして、熊本市では基準



額の１．７５倍になります為、年間保険料は熊本市のほうが高くなることになります。し

かし、この介護保険料につきましては現在両市町では平成２１年度から平成２３年度まで

の第４期の介護保険計画が策定されているところでありまして、次期の保険料基準の目安

としまして植木町では第３期と同じ年額５５，８００円、月額４，６５０円程度の額と。

熊本市では年額の５０，４００円、月額４，２００円程度の額が見込まれているところで

ございます。このように熊本市の保険料のほうが植木町の保険料より低額になることが見

込まれますことから、この介護保険料につきましては「平成２２年度から熊本市の例に統

一する。」としているところでございます。１１０ページをご覧下さい「高齢者介護用品支

給事業」でございます。「熊本市の例に統一する。ただし、植木町で認定を受け給付が決定

している者については、当該要介護認定の有効期間に限り、継続するものとする。」として

いるところでございます。この事業につきましては、認定を受けた要介護者の方にオムツ

の購入費、又はオムツの現物を給付するものでございます。植木町では介護保険市町村特

別給付の介護保険事業として要介護１以上の認定を受け在宅で生活をしている人にオムツ

の購入費の９割の額を、１ヶ月９，０００円を限度として給付されております。熊本市で

は地域支援事業として市民税非課税の世帯で要介護４以上の認定を受け在宅で生活をする

人に１ヶ月６，２５０円を上限として現物支給が行われております。しかし植木町では平

成２１年度からの第４期介護保健事業計画策定の中で地域支援事業への切り替えと受給対

象者の認定の基準の見直しが検討されております。次に１１１ページの「地域包括支援セ

ンター」でございます。「熊本市の例に統一する。」。地域包括支援センターは植木町に１ヶ

所、熊本市に２７ヶ所設置されておりますが、設置方法は植木町が直営方式、熊本市が委

託方式で実施されております。これにつきましても植木町では、センターの設置方法につ

きまして平成２２年度からの委託方式への切り替えを、平成２１年度中に検討するとされ

ています。次に１１２ページの「ふれあいいきいきサロン事業」でございます。「当分の間、

現行のとおり継続する。」。熊本市は校区の社協や自治会等の百数十ヶ所で自立した自主事

業として茶話会や健康相談、介護予防教室等が実施され、包括支援センターや保健福祉セ

ンター等が技術的な支援を行っております。植木町では歩いて通える地域の公民館や個人

の家ということで、月に１回から４回程度茶話会や健康チェック、介護予防教室等が町の

直営で実施されている状況でございます。この事業は地域に根ざした事業であるというこ

とから当分の間現行のとおり継続するとしているところでございます。次１１３ページの

「総合健診」でございます。「５年間現行のとおり継続し、その後の取り扱いについては新

市において検討する。」としているところでございます。植木町で実施されている総合健診

の内容で「腹部超音波検診」と「前立腺がん検診」を除いては、熊本市でも個別の検診で

実施されております。しかし、総合健診という形での検診をまとめたものは熊本市では実

施されていない為、このようにしているところでございます。次に１１４ページの「腹部

超音波検診」でございます。「５年間現行のとおり継続し、その後の取り扱いについては新

市において検討する。」としているところでございます。この事業につきましては４０歳以



上の方を対象にしたもので、７０歳未満の方は１，１００円、７０歳以上の方は４００円

の負担金で総合健診や複合健診の時に受診することが出来るというもので、この事業は植

木町のみで実施されております。次に１１５ページ「熊本市優待証」でございます。「新市

の事業として継続する。」。この事業は高齢者や障がい者・被爆者の積極的な外出を支援す

る為、熊本市の公共施設の入場料や市内を運行するバスや電車の利用を優待する通称「さ

くらカード」の交付事業でございます。熊本市のみで実施されております。次に１１６ペ

ージの「診療体制・連携」でございます。この項目は病院に関するものでございまして、「新

市の北部の拠点病院として位置付け、市民病院と連携し、現在の医療機能を維持し、診療

体制の改善を図る。医師の臨時的な応援や派遣については、迅速に実施し、植木病院の医

師数の確保については大学等、関係医療機関に対し連携して要請等を行う。」としていると

ころでございます。植木病院は診療科７科、病床数１４１床を有する地域に密着した自治

体病院で地域医療の提供に合わせ保健・福祉・介護までを総合的に担う拠点病院としての

役割を持っている病院でございます。また熊本市民病院は診療科２２科、病床数５６２床

を有する地域医療の中核的な総合病院として一般医療のほかに高度・特殊医療を担当しな

がら自治体病院としての役割を果たしている病院でございます。両病院とも救急病院であ

ることから救急患者の受け入れにつきましては「２４時間対応」となっておりますが、一

般の診療につきましては両病院とも月曜日から金曜日までとなっております。しかし、受

付時間については熊本市民病院が午前８時３０分から午後３時まで行うのに対しまして、

植木病院では午前８時３０分から午前１１時３０分までとなっているような状況でござい

ます。このようなことから上記のような調整方針としているところでございます。「健康福

祉関係事業について」は以上でございます。 
 
幸山会長 
 それでは協議第１９号につきまして御意見・御質問等がございましたら伺ってまいりま

す、いかがでしょうか。はい、森委員さんどうぞ。 
 
森勢剛委員 
 １１６ページの病院事業についてお尋ねをしたいと思いますが、この調整方針を見ます

と新市の北部の拠点としての位置付け、あるいはこの応援派遣については迅速に実施とい

うような表現がなされているところでございますが、実は植木町の病院は決して良好とは

いえないということをまずもって申し上げさせていただきたいと思いますけれども、これ

については非常に医師関係の問題がありまして、植木町の病院が再生するにあたりまして

は、やはりなんといっても医師あるいは看護師あたりの交流というものが大切になってく

るというような考えを持っております。この中身について積極的な交流が行われるかどう

か検討の中身をひとつお話いただくならと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 
 



幸山会長 
 はい、それでは只今の森委員さんからのお尋ねにつきましては、市民病院の方からお願

い致します。 
 
事務局（熊本市立市民病院事務局 総務課） 
 市民病院総務課でございます。ただ今御質問がございました、病院の協力体制でござい

ますが、先日植木病院の病院長さんと熊本市の病院長と一緒に懇談をする機会がございま

して、その中でいろいろ協議を行わせていただきまして、その中で今申し上げられました

とおり、植木病院としては非常に医師不足で悩んでいるというお話も出てきましたところ

でございます。熊本市民病院につきましても、医師というのは今病院の医局等に要請しな

がら最低限の確保をしているという状況は同じだということでお話しているところでござ

います。ただ非常に重要なことは、医師の交流、医師同士が研究し合って技術力を上げて

いくということ、それから人事の交流というのをお考えではないかと思います。今申し上

げましたとおり、植木病院も同じかと思いますが、私共も熊本大学をはじめと致しまして

各大学の医局にお願いをしながら医師の派遣をお願いしているという状況でございます。

ですから医師の配置につきましては病院だけの考えではなくて医局との調整が必要かと思

っております。そのへんのところも両病院長の会談の中で話を行ったところでございます。

合併ということになりましたら、各病院長が一緒になって医師の派遣元であります医局の

方に要請していこうというお話し合いをさせていただいたところでございます。 
 
幸山会長 
 はい、森委員さんどうぞ。 
 
森勢剛委員 
 只今の説明で双方の病院長がお互いに話し合ったというようなことで、このことについ

ては非常によかったなというような感じをもつものでございますけれども、先程も申しま

したように、非常に町立病院はどちらかと言うと良好にない状況にありますので、この文

言についてでございますけれども、私は分院といいますか、あるいは医師の一体的な交流

とか、こういう表現がこの中におり込めないかお尋ねしたいと思います。 
 
幸山会長 
 はい、２点目は一体的交流と、分院についてですね。只今のお尋ねにつきましては事務

局の方からお願いします。 
 
事務局 
 これは次回の承認ということでございますので、次回までに検討させていただきたいと



思いますが、市民病院それから植木病院、いわゆる将来的にですね企業管理者が一緒にな

るというようなことも、もし合併した場合は考えられますが、そういうことも含めまして、

どういう表現が使えるかというようなことを検討させていただきたいと思います。 
 
幸山会長 
 只今の文言につきましては次回に再度協議調整をしてみるということでよろしいでしょ

うか。 
 
森勢剛委員 
 只今事務局の方から文言については検討するというようなお話でございまして、非常に

安堵したところでございますけれども、当初申し上げましたように、分院的といいますか、

あるいは一体的医師の交流といいいますか、こういう文言をいただけるならば非常に幸い

と思いますので、このことを御検討いただきますよう要望して私の質問を終わりにしたい

と思います。 
 
幸山会長 
 はい、有り難うございました。どうぞ他に御意見・御質問等あればお願い致します。は

い、小佐井委員さんどうぞ。 
 
小佐井委員 
 それでは私の方から病院事業につきまして３点ほど申し上げたいと思います。私も今森

委員がおっしゃったことを少し気にしていたところでございますけれども、病院の位置付

けということに関して、これは今度までということで今答えをいただいた感じでございま

すけれども、私なりにこれを経営面で分院という形で扱っていくのか、それとも一体的な

経営ということで考えていくのか、その辺のところを含めてまず考えていただきたいとい

うふうに思っております。 
これは１点です。 
 それとお伺いしたいことの２点目ですが、医師確保の問題でございますけれども、先般

の研究会では、やはり先程申されましたように大学の医局との協議が必要であるというよ

うな回答であったかと思います。どうしても医師がいなければ何も出来ないわけでありま

して医師派遣、こちらには応援派遣という文字もございますけれども、常勤という形でで

すね。やはりそこにお医者さんがいらっしゃらなければならない、ということであろうと

いうふうに思います。 
これは応援派遣ということではなく恒久的な配置に努力していただきたいということに

なるわけですけれども、キーポイントとして医師の待遇問題が考えられるかと思います。

この辺は給与面等諸々の各論的な部分もあるかと思いますし、条例等の関係も色々あると



いうふうに思いますので、こういったものを含めてすり合わせが出来ているのか今後どの

ようにお考えであるのかを、まずこの点についてお伺いをさせていただきたいというふう

に思います。 
 
幸山会長 
 それでは、今２点お話がございましたのですけれども、２点目だけということでようご

ざいますか。医師確保の問題の中での医師処遇の問題でありますとかお尋ねがございまし

たが。はい、それでは市民病院のほうからお願いします。 
 
事務局（熊本市立市民病院） 
 市民病院でございます。医師の給与につきましては国の基準を準用させていただいてい

るところでございます。植木病院さんも同じように国の基準を準用されていると伺ってお

ります。 
 
幸山会長 
 基本的には違いはないという答えでいいわけですか。 
 
事務局（熊本市立市民病院） 
 はい。あと手当関係で一部違うところがこざいますが、これはこれからの話し合いにな

るかと思っております。 
 
幸山会長 
 はい、ということですが。はい、どうぞ小佐井委員さん。 
 
小佐井委員 
 有り難うございます。それではもう１点ですね。医療圏域の問題についてお尋ねをした

いと思います。医療圏域が当然違っているわけでございますけれども、これまで担ってき

た役割等も考えますと医師会等あたりの絡みもでてきてですね、なにかしら不安視される

部分もでてくるのではないかというふうに思いますが、想定される問題、合併してという

ことになりました時に、これに対する打開策等が現時点で何かお考えであればお伺いした

いと思います。 
 
幸山会長 
 はい、それでは医療圏域の問題については事務局の方からお願いします。 
 
 



事務局 
 これは市民病院の問題ではございませんのでこちらからお答えさせていただきますが、

医療圏域の問題はまだ事務方、作業部会の中では議論致しておりません。 
 
幸山会長 
 これは協議項目に入ってくるということでしょうか。医療圏域の問題については。 
 
事務局 
 基本的には県との協議ということになりますので、町と市とで協議をしてもということ

になりますので。将来的には当然合併するわけですから、圏域の統合というような話はで

てくるというふうに思います。 
協議項目には入りません。 

 
幸山会長 
 協議項目には入らないということですけれども、いかがでしょうか。 
 
小佐井委員 
 はい、わかりました。それではもう１点。これは病院関係ではございませんけれども、

１１５ページの熊本市優待証についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 
 通称さくらカード、以前これが行革の対象になったと伺っております。当然今後合併し

たとすれば圏域拡大に伴いコストも当然増大していくだろうと思いますが、そのへんのこ

ともやや不安視する部分です。率直に申し上げて、やはり高齢者の方々の不安がございま

すので、このへんについての見解をいただきたいと思います。 
 
幸山会長 
 はい、それでは熊本市優待証の件について担当課の方から。今、新しく行財政改革を策

定中でもありますのでそのことを中心としてお答えいただければいいのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 
 
事務局（熊本市地域保健福祉課） 
 地域保健福祉課の今坂と申します。優待証につきましては、行財政改革の対象とはなっ

てないところでございまして、今後も継続してやっていく事業の予定で検討されていると

ころでございます。もちろん植木町さんが入りますと距離にしても料金にしてもだいぶ増

える部分がございますが、その件につきましては事務的な部分で負担の見込み額等を検討

しているところでございまして基本的にはここに書いてありますように新市の事業として

継続していくということで考えているところでございます。 



幸山会長 
 あの、今の答えは１６年度から２０年度までの行財政改革推進計画というものがござい

ました。その中でこの優待証の見直しということで一部自己負担の導入というものをさせ

ていただいたところでございます。まだ策定途中ではございますが、来年度からスタート

致します行財政改革計画。また平成２１年度からの５ヵ年の計画でございますが、まだ素

案の段階ではございますけれども、その中にはこの見直しという項目は入っておりません

というふうなこと。ですからこの制度で継続をしていく、というふうなことを今申し上げ

たところでございます。よろしいでしょうか。 
はい、どうぞ小佐井委員さん。 

 
小佐井委員 
 今事務局の方からも見込等の試算も行ってらっしゃると伺いました。できれば詳細に渡

ってというのはなかなかこの期間中は難しいだろうとは思いますけれども、やはりこのへ

んも数字的なものというとなかなか大変かと思いますけれども、出していただけるのであ

れば確証を得たいというような気持ちもございますので、お願いをしたいというふうに思

っております。例えばこれについては地域性でありますとか高齢者の人口の問題ですとか

交通網の問題ですとか色々あってからの試算になってくると思いますので、事務方として

は試算をはじき出すのは大変なご苦労かと思いますけれども、こういったものを少しでも

「こういうことですよ」ということで出していただいて確証的なものをいただくと大変あ

りがたいなというふうに思っております。 
 
幸山会長 
 今の試算をという問いかけについては何か答えはありますでしょうか。はい、どうぞ。 
 
事務局（熊本市地域保健福祉課） 
 試算ですけれども、今、非常に大雑把な金額といいますか、大きな形での試算をやって

おりまして、植木町さんの場合ですと、だいたい５，７００万円位の増加になるのではな

いかというふうに思います。ただこれは当課としても正式にきちんとだしているわけでは

ございませんので、もうちょっと精査させていただいてきちんとした数字を出させていた

だきたいと考えております。 
 
幸山会長 
 次回までに算定根拠といいますか、を含めて改めて御説明いただくということでいいで

すか。 
 
 



事務局（熊本市地域保健福祉課） 
 はい、きちんとした資料を用意させていただきたいと思います。 
 
幸山会長 
 じゃあ、次回そういう形で説明をさせていただきたいと思います。他なにかございます

でしょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 他ございませんでしょうか、それではないようでありますれば次に移っていいでしょう

か。 
 
（はい） 
 
幸山会長 
 はい、それでは次の協議項目に移らせていただきます。続きまして協議第２２号の「経

済振興関係事業について（その１）」につきまして事務局からの説明をお願い致します。 
 
事務局 
 はい、１１７ページをお開きいただきたいと思います、経済振興関係１１８ページまで

６項目でございます。では、調査票に基づきましてご説明をさせていただきます。１２３

ページをご覧いただきたいと思います。「基盤整備事業」でございます。これにつきまして

は「熊本市の例に統一する。なお、県営南尾迫地区経営体育成基盤整備事業のうち合併年

度中（平成２１年度）に実施した本体事業・ハウス移転事業に係る地元分担金が合併後に

支払われるときは、熊本市の制度を適用する。」というようなことで調整方針になっており

ます。比較表を見ていただきますと解りますように、地元負担が熊本市のほうが低いとい

うことで熊本市の例に統一をするところでございます。なお、ここの南尾迫地区でござい

ますけれども、これにつきましては平成２１年度中地元負担、植木町では１２．５％、熊

本市では地元負担の６割を熊本市が負担しておりまして、実質の地元負担は５％でござい

ます。これが合併後に支払われた場合には、この措置を熊本市の例に統一することが可能

でございますので、なお書きを書かせていただいたところでございます。次１２４ページ

の「農地・水・環境保全向上対策事業」でございます。「現事業期間中（平成２３年度まで）

は、現行のとおり継続する。」ということでございます。熊本市・植木町さん運営形態等が

少し違いまして、熊本市であれば地域連絡協議会が設置されておりますし、植木町さんの

ほうでは植木町土地改良区が受託をしているということで、２３年度までで事業が終了す



るということでございますので、これはこのまま現行のとおり継続をするということで調

整方針をしております。１２５ページ「生産体制強化対策事業」でございます。調整方針

としては「５年間現行のとおり継続し、その後の取り扱いについては、関係機関と協議調

整を行うものとする。」としております。この内容につきましては書いてありますように内

訳の３番を見ていただきますと、植木町さんのほうは各団体助成６２０万円でＪＡ鹿本さ

んが主な窓口になっておられるということで、熊本市のほうは各種団体助成経費というこ

とで熊本市農畜産物出荷協議会１，１００万円でございます。ここがＪＡ熊本市とやって

いるところでございます。各種色々な事業をやっておりますけれども、これにつきまして

は関係機関と協議調整を今後おこなっていきたいということで、一応５年間は現行のとお

り継続をするということになっております。次１２６ページでございます「農業用廃プラ

類処理対策協議会」でございます。この協議会でございます。調整方針と致しましては、「５

年間現行のとおり継続し、その後の取り扱いについては、関係機関と協議調整を行うもの

とする。」としております。植木町さんのほうを見ていただきますと、事務局は鹿本農協の

ほうに置かれているということで町長が会長ということでございます。補助金としてここ

に１７年から１９年の決算がでておりますけども、一応こういう補助をされているところ

でございます。熊本市のほうの対策協議会は主に環境への負荷軽減啓発等を事業としてお

りまして、補助金は特にやっておりません。業務形態が植木町さんは処理費用等の管理調

整もやっているということで、少し中の業務も行っております。そういう意味で５年間は

このまま継続致しまして、その後については関係機関と協議調整を行うということにして

おります。次１２７ページ「農業振興地域整備計画変更」でございます。これにつきまし

ては「両市町の計画を引き継ぎ、熊本市の見直し時期に合わせ、新市において調査・統合

を行う。」ということにしております。制度比較を見ていただきますと、熊本市のほうは平

成２３年度以降に見直しをする予定になっておりますし、植木町さんのほうは現在作業中

でございまして平成２１年度終了見込みということになっております。こういうことで熊

本市の見直し時期に合わせて調査等を行うということにしているところでございます。次

１２８ページの「企業立地促進事業」でございます。調整方針と致しましては「熊本市の

例に統一する。ただし、植木町の条例で指定を受けている企業等については、現行のとお

りとする。」ということで、制度比較がでておりますけれども、全体的に熊本市のほう総額

限度額２０億円ということで熊本市のほうが充実をしているということでございます。そ

れから、１３０ページ最後でございます「中心市街地活性化対策事業」でございます。調

整方針と致しましては「現行のとおり継続する。」ということにしております。制度比較表

でございますけれども、植木町さんのほうは植木まちづくり株式会社への業務委託をされ

ておりまして、主な業務につきましてはここに書いてありますような「街並み形成事業」

であったり「テナントミックス拠点形成事業」等でございます。熊本市のほうにおきまし

ては、「協議会運営支援事業」ということで、これは中心市街地活性化基本計画の意見・調

整であったり、調査研究等の情報交換等をされている協議会でございます。また２、３、



ということでいわゆる実行委員会を設立致しまして熊本市に入りまして、「まちなか賑わい

創出事業」や「城下町大にぎわい市」等をやっているところでございます。このように少

し形態が違っておりますので現行のとおりこのまま植木町さんのほうも継続をするという

ような調整方針をとったところでございます。 
 
幸山会長 
 それでは今説明がございました協議第２２号につきまして御意見・御質問等を伺ってま

いります。はい、小佐井委員さんどうぞ。 
 
小佐井委員 
 １３０ページの商工・観光関連事業の中心市街地のことについてお尋ねしたいと思いま

す。私の認識が間違っていました時はお許しいただきたいと思います。熊本市の中心市街

地活性化事業をされていらっしゃるかと思いますけれども、今植木の方でも立ち上がりな

がら、まだ認可をいただいておりませんが、取り組んでいるところでございます。この中

心市街地の認可というものについては、法的なものでは一自治体が一つの原則というのが

原則論であったろうなというふうに思いますが、そうであるならば、法的なハードルあた

りがクリアできるのかどうか、それと、当然国あたりとの協議が必要になってくるのであ

ろうというふうに思いますので、例えばこれが合併によって一つの町、一つの市の中に二

つの認可が得られるのかどうかということ。このことについて見解をいただきたいなとい

うふうに思います。 
 
幸山会長 
 はい、それでは中心市街地活性化基本計画についてということですが、これはどちらか

ら答えますか。それでは事務局の方からお願いします。 
 
事務局 
 これは合併に限り１団体一つというのはございません。ということでございますので、

熊本市で認可があっても植木町でも認可がいただけるということになります。これは確認

済みでございます。 
 
幸山会長 
 はい、小佐井委員さんどうぞ。 
 
小佐井委員 
 それでは、まだ現在植木町の方では認可はいただいておりませんけれども、合併後でも

認可をもらえるという認識でよろしいでしょうか。 



幸山会長 
 そこは、今、植木町さんの方ではどういうスケジュールで進めてらっしゃるんでしょう

かね。 
はい、どうぞ。 

 
事務局（植木町） 
 今、植木町の方では基幹事業である商業集積のまとめを現在至急事業主体の方にお願い

をしているところで、その中の事業の選定をお願いしているところでございます。順調に

いけば国の方とは６月の認定に向けてということで御相談申し上げているところでござい

ます。最善の情報をやっているところでございます。 
 
幸山会長 
 ６月認定の目標で進めているということでございます。そうなりますと、合併というこ

とになりますと、それを引き継がせていただくということになろうかと思いますが、いか

かでしょうか。どうぞ他にありますればお願い致します。はい、それでは緒続委員さん。 
 
緒続委員 
 私は商工会を仰せつかっております緒続といいます、今委員の方から意見が出ましたよ

うに、区画整理と一緒に中心市街地の中心に５，３００坪ほどの計画をしておりまして、

もちろんこれはこちらの問題ですが、今課長が言ったように早めに６月に基本計画を出し

て来年の３月３１日までに認可が下りればいいにしても、もちろんこれは植木の問題です

が、これがもし合併後には認可が下りないということになれば、もちろんこれはこちらの

問題ですが、やはり植木町の顔として、植木は植木としてのまちづくりを今後も取り組ん

でやっていかなければいけないという思いもあります。私たち商工業にとって大きな問題

であります。もちろんこれはこちらの問題ですが。今の藤井町長も前町長から筆頭株主と

して第３セクター的な形で引き継いで代表となっておりますし、そしてまた一般からも６

１名の出資をいただいて今企画をしております。これも平成１８年から協議会を立ち上げ

て３１名の方々の学識経営者等にお願いしてできております。中心の中心ということで大

きな土地を持っておられる地権者等の問題もあってなかなか難しく、また商工会が窓口と

いうことで頭から競合した既存の商店街になかなか業種ももってこられない、という問題

もあります。いずれにしても中心商店街の顔として今後よりいっそう活性化を図っていか

ないといけないということで現在取り組んでおります。これが合併後にずれ込んだ時は１

エリアに１箇所ということで聞いておりまして、出来ないということになれば大変な問題

ですので、合併の３月３１日の中で認可が下りたらＯＫということで言われましたが、そ

の後継続して話し合いがずれ込んだ場合は「絶対だめ」なのか、そのあたりを確認してい

ただきたいと思います。 



幸山会長 
 はい、再度事務局の方からお願い致します。 
 
事務局 
 私が確認しておりますのはそこまででございます、合併までに認可されなかった時にど

うなるかということにつきましては今日は原課が来ておりませんので、ちゃんと調べさせ

て次回正確に御報告させていただきます。 
 
幸山会長 
 はい、それでは次回の報告、途中でもわかれば御報告をする、という対応をお願いした

いというふうに思います。どうぞ他に何かありますか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 それではないようでありますので、協議につきましてはこれで終了とさせていただきま

す。それでは次に次第４「その他」となっておりますけれども、何か委員の皆様方からご

意見・ご質問ありませんでしょうか。 
 
（無言） 
 
幸山会長 
 ありませんでしょうか。それでは、事務局のほうから何か報告や連絡事項はありません

でしょうか。 
 
事務局 
 次回でございます、３月３１日火曜日の午後２時３０からＫＫＲホテルでございます。

よろしくお願いしたいと思います。 
 
幸山会長 
 はい、次回開催予定ということで３月３１日年度末でございますけれども、１４時３０

分ＫＫＲホテルでということでございますのでお忙しいとは思いますがご協力をなにとぞ

よろしくお願い申し上げます。 
それでは他にないようでありますので、以上をもちまして本日の議事につきましては終

了とさせていただきます、皆様方のご協力に心から感謝を申し上げます。本当に有り難う

ございました。 




